
  中古バイクの「おとり広告」の未然防止を図るため、広告に「車台番号」（下３桁以上）を
表示することを定めた二輪車の改正表示ルール（公正競争規約・同施行規則）が総会で承認され、
２０１９年１１月１４日に消費者庁及び公正取引委員会より認定・承認を受けました。
つきましては、会員の皆様方におかれましても、今回の規約改正の趣旨をご理解いただきまして、
対応の準備をお願いいたします。
なお、規約改正につきましては、２０２０年１月より施行（改正ルールのスタート）されます。




